
～65歳までの雇用確保義務化へ～ 
 

 

Q 65 歳までの雇用確保が義務化されると聞きました。 

何がどう変わるのでしょうか？ 

 

A 令和年 4 月 1 日から、「高年齢者雇用安定法」の経過措置が終了し、全ての 

企業に 65 歳までの雇用確保が義務化されました。 

これにより、企業は以下のいずれかの措置を講じる必要があります。 

 

①定年制の廃止 

②定年年齢の 65 歳までの引き上げ 

③希望者全員を対象とする 65 歳までの継続雇用制度の導入 

 

これまで一部の企業では労使協定で基準を定め、継続雇用の対象者を一定

の条件を満たす者に限定することが認められていましたが、この経過措置は令

和 7 年 3 月 31 日をもって終了しました。令和 7 年 4 月以降は、希望者全員

を対象とする雇用確保措置を実施する必要があります。 

企業が対応すべき主な事項は以下のとおりです。 

 

 就業規則の見直し 

選択した雇用確保措置に応じて、就業規則を改訂し、労働基準監督署へ

の届け出と従業員への周知が必要です。 

 

 雇用契約の見直し 

労働条件に変更がある場合、新たな雇用契約書や労働条件通知書を作

成し、従業員と取り交わす必要があります。 

 

 賃金制度の見直し 

高年齢者の生活の安定と就労意欲を維持するため、年齢に依存しない能

力や職務内容に基づく合理的な賃金制度の導入が求められます。 

 

 安全衛生対策の強化 

高年齢者が安心して働けるよう、職場の安全対策や健康管理の強化が重

要です。これらの対応を通じて、高年齢者が意欲と能力に応じて働き続け

られる環境を整備することが、企業にとって重要となります。 

 なお、定年は 60 歳のままでも問題ありません。65 歳まで本人の希望で

働ける仕組みを作ることが目的です。 



 

 



 

 


